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 建設業者等の皆様へ 

 

福山市建設局建設管理部建設政策課 

 

 

工事現場等で新型コロナウイルス感染者等が発生した場合の 

対応について 

 

 

工事現場等で新型コロナウイルス感染者等が発生した場合の対応について，別紙のと

おり，作成しましたのでお知らせいたします。 

なお，引き続き，新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため，工事従事者や業

務従事者の確保などの面で工事又は業務の継続が難しい状況がございましたら，工事及

び業務の担当課に御相談ください。 



工事現場等で新型コロナウイルス
感染者等が確認された場合の対応

②現場等で感染者を確認

 保健所又は帰国者・接触者相談センター（※別紙参考資料）
 発注者（監督員等）

 当日の現場作業を中止
 接触した可能性がある作業員などへ自宅待機要請
 保健所等からの指示事項への対応
・現場事務所、休憩所等の消毒
・濃厚接触者の特定
・濃厚接触者の健康状態の経過観察（朝夕2回、２週間程度） など

 対応状況の発注者への報告
 工事（又は業務）の継続又は一時中止の判断
・濃厚接触者以外の者での作業継続の可否の検討
・作業継続／一時中止の協議

 濃厚接触者の安全確認（保健所）
 施工体制確保
 上記を踏まえた発注者との協議

 感染防止対策の徹底
・咳エチケットや手洗いの励行
・アルコール消毒液の設置等
・朝礼、ＫＹ時 ⇒声かけによる健康管理

⇒発熱や咳が⾧引く等の作業員に対する自宅待機の要請

一時中止
YES

NO

③受注者は関係者へ報告

④関係者への報告後の対応

⑤一時中止期間中の対応

⑥現場再開の協議

 現場内巡視
 連絡体制の確保
 濃厚接触者の健康状態の経過観察（朝夕2回、２週間程度）

⑦作業再開

①様症状者又は濃厚接触者を確認
 発注者（監督員等）に報告

別 紙


